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仕 様 書 

 

１ 仕様 

 ⑴ 件名   大垣市の公共施設（1施設）の電力調達（クリーンセンター） 

 ⑵ 施設名及び需用場所   1施設（別紙1のとおり） 

 ⑶ 電気方式、周波数、電圧、受電方式等・・・別紙1のとおり 

 ⑷ 予定契約電力、予定使用電力量等・・・・・・・・・・・・別紙2のとおり  

 ⑸ 入札方法 

   入札は対象施設全体の総価により行う。入札金額の積算にあたっては、別紙2に記載

する予定契約電力及び予定使用電力量を用いて12か月分の電気料金合計を算出する

こととし、その得た額を基本として「⑺ 需給期間」である12か月分を算定すること

で、対象施設全体の総価とする。 

   なお、入札書には、入札金額の算出根拠が分かるように、入札書の別紙として、積

算の根拠となる入札金額算定書（任意様式又は別紙3）を添付すること。 

 ⑹ 契約方法及び供給電気の種類（再生可能エネルギー比率） 

   ① 契約は単価によるものとし、落札者が入札金額算定書に記載した基本料金入札

単価及び電力量料金入札単価を基本料金契約単価及び電力量料金契約単価とする。 

   ② 「ＲＥ100 ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＣＲＩＴＥＲＩＡ」の要件を満たす再生可能

エネルギー電気を供給するものとし、その電気は再生可能エネルギー比率 100％

とする。 

（参照：別紙4「ＲＥ100 ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＣＲＩＴＥＲＩＡの概要」） 

③ 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資 

料を書面で提出するものとする。 

（参照：別紙5「特定電源割当証明書様式」） 

⑺ 需給期間 

   令和7年12月1日0時00分から令和8年11月30日24時00分まで（12か月） 

 ⑻ 電力計の検針 

  ① 自動検針装置 有 

   （財産については、大垣市内を接続供給区域とする一般送電事業者のものである。） 

  ② 検針方法 通信線設備を通じての自動検針 

  ③ 検針日 毎月1日0：00～月末23：59 

 ⑼ 電気工作物の責任分界点 

   需用場所と同じ 

 ⑽ 保安上の責任分界点 

   需用場所と同じ 

⑾ 耐雪用電力、自家発補給電力等の付帯契約 
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   なし 

２ その他特記事項 

 ⑴ 電気料金の計算方法 

  ① 1月（前月の計量日から当月の計量の前日までの期間。） 

  ② 毎月の電気料金 

    基本料金＋電力量料金＋再生可能エネルギー発電促進賦課金 

    （消費税及び地方消費税相当分を含む） 

  ③ 基本料金＝基本料金契約単価×契約電力×（185％－力率） 

    ただし、入札金額算定にあたっては、力率を100％とする。 

  ④ 電力量料金＝電力量料金契約単価×使用電力量＋燃料費調整単価×使用電力量 

    （燃料費調整単価は、原則、大垣市内を接続供給区域とするみなし電気小売電気

事業者（旧一般電気事業者）に準ずる。ただし、入札金額の算定に当たっては、

燃料費調整は考慮しないこと。） 

  ⑤ 再生可能エネルギー発電促進賦課金＝再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×

使用電力量（再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、原則、大垣市内を接続供

給区域とするみなし電気小売電気事業者（旧一般電気事業者）に準ずる。ただし、

入札金額の算定に当たっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこ

と。） 

 ⑵ 入札金額算定に係る端数処理 

  ① 契約電力及び最大需用電力の単位は1キロワット（ｋＷ）とし、その端数は、小  

数点以下第1位を四捨五入する。 

  ② 使用電力量の単位は、1キロワット時（ｋＷｈ）とし、その端数は、小数点以下第

1位を四捨五入する。 

  ③ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は、小数点以下を

切り捨てる。ただし、計算途中の小計等は小数点第三位以下切り捨てとする。 

 ⑶ 毎月の検針票、請求書等 

   毎月の検針票、請求書等の送付先は、別紙1のとおりとすること。 

 ⑷ 再生可能エネルギー電気の確認資料 

受注者は、契約年度における電力供給が終了後翌月10日までに、供給元電源情報及 

び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、 

別紙5「特定電源割当証明書様式」を発注者に送付すること。また、再生可能エネルギ 

ー電気の供給に用いた証書の写しを、別紙5「特定電源割当証明書様式」提出後に受注 

者との協議により定めた期間内に提出すること。なお、提出された証書の写しに記載 

されている情報が再生可能エネルギーの定義を満たしていない場合、受注者は、再生 

可能エネルギーの定義を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを発注者に提出 

する等により補修すること。 

 ⑸ 協議事項 
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   本仕様書に定めのない事項については、発注者受注者協議のうえ定めるものとする。 

 

３ 問い合わせ先 

  503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 

  大垣市役所総務部契約管財課管財グループ（市役所3階） 

  電話（0584）47-8379【直通】（0584）81-4111【代表（内線2332）】 

 


